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カテゴリー 含まれる食品の範囲 

●健康増進法第26条第1項の 
   規定に基づく特別用途表示 
   食品のうち「乳児用」に 
   適する旨の表示許可を 
   受けたもの 

 
 
 
 

●乳児の飲食に供することを 
 目的として販売するもの 
 

→消費者が表示内容等によ り 
 乳児向けの食品であると 
 認識する可能性が高いもの 
 を対象とする。 

■ 乳児用調製粉乳 

■ 乳幼児を対象とした調製粉乳 
     フォローアップミルク等 
     の粉ミルクを含む 
 
 

■ ベビーフード 

■ 乳幼児用食品 
     おやつ等 

■ 乳幼児向け飲料 
   飲用茶に該当する飲料は 
   飲料水の基準を適用 

■ その他 
     服薬補助ゼリー、栄養食品等 
 

3 

■ 「乳児用食品」の範囲について 資料２－３ 

粉ミルク

フォローアップ
ミルク

赤ちゃん用

たまごボーロ

７ヶ月から

ソフトせんべい

ベビーフード

離乳食
７ か月ごろ

のむ
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６ か月
ごろ～

ジュース

６ か月
ごろ～

赤ちゃん用
サプリメントおくすりゼリー


